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第２号様式 

会 議 議 事 録 

 

 

１ 会議名 平成23年度 第1回長岡市高齢者保健福祉推進会議 

２ 開催日時 平成23年５月30日（月曜日） 

午後１時30分から午後４時頃まで 

３ 開催場所 長岡市立劇場 ３階 大会議室 

４ 出席者名 （委員） 赤柴委員   磯部委員   今井いみ子委員 

今井正昭委員 加邉委員   柄澤委員 

菊池委員   小坂委員   小林委員 

近藤委員   佐合委員   関委員 

竹内委員   竹日委員   長谷川和明委員 

藤巻委員   本田委員   松田委員 

 

（事務局）福祉保健部長 

     福祉保健部次長 

福祉総務課長ほか関係職員 

介護保険課長補佐ほか関係職員 

長寿はつらつ課長ほか関係職員 

健康課長ほか関係職員 

長岡市社会福祉協議会事務局長 

５ 欠席者名 （委員） 鯉江委員  小山委員  関本委員  長谷川剛委員 

６ 議題 (1)長岡市高齢者保健福祉推進会議について 

(2)部会及び部会員の指名等について 

(3)第４期長岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の進捗状

況について 

(4)地域密着型サービス運営事業者の指定の報告について 

(5)平成23年度における基盤整備の推進について 

(6)第５期長岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の概要に

ついて 

(7)長岡市高齢者日常生活圏域ニーズ調査について 
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(8)地域包括支援センターの運営について 

(9)その他 

７ 審議の内容 

発言者 議 事 内 容 

福祉総務課課長補佐 

 

 

 

 

長岡市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大変長らくお待たせ致しました。ただいまから平成23年度第１回

長岡市高齢者保健福祉推進会議を開会致します。 

はじめに、開会にあたりまして長岡市長から挨拶を申し上げま

す。 

１ あいさつ 

この度は、長岡市高齢者保健福祉推進会議の委員の募集につきま

してご承諾いただき誠にありがとうございます。 

また本日は大変ご多忙のところ、会議にご出席いただきまして誠

にありがとうございます。 

本年度の長岡市高齢者保健福祉推進会議は任期が３年でござい

ますけれども、長岡市高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画を策

定する年度にあたってございます。 

策定した以降は進捗管理を行っていただくわけでございますが、

今年度は計画策定の年度でありますので、皆様には時間的なご負担

をかけることになろうかと思います。 

今、長岡市においては高齢化率が25％を越えておりまして、人口

の４分の１が高齢者ということでございます。高齢者だけでありま

せんが、国においても社会保障費が１年ごとに１兆円ずつ増加する

という状況でございます。税と社会保障の一体改革について今、議

論が進められております。いずれにしても少子高齢化の問題、高齢

者が今後増加する、特に私の世代が難関な世代でございます。私の

世代が70才を過ぎて80才近くなる頃に大変大きな社会の変化が起

きるわけでございます。これをどのように高福祉ということを維持

しながら舵取りをしていくかということは、日本全体の問題でもご

ざいます。ただ、世界中においてもこれだけ急速に高齢化が進むの

は日本だけでございます。アジアの各国を比較してもまず日本が超

高齢社会を迎えている。それをどのように乗り切るか、それをどの

ように舵取りをして安定的な社会を迎えるかということが大変厳

しい課題でありますけれども、ある意味では日本が世界に先駆けて

安定的な高齢化社会を構築していくということになります。そのこ

とがおそらく20年あるいは30年先の世界の中での日本のノウハウ
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福祉総務課課長補佐 

 

 

長岡市長 

 

 

 

 

福祉総務課課長補佐 

 

 

 

 

福祉総務課課長補佐 

 

 

福祉総務課課長 

というものがまた生きる時代が来ると私は思っておりまして、いず

れにしても世界的に見ても大変急速な高齢化が進むという意味で、

大変大きな課題に我々は直面しているということだと思っており

ます。その中の一つの長岡の計画ではございますが、そうした大き

な視点の影響というのは当然避けられないわけでございまして、具

体的な事業計画というものを一つの都市であります長岡でもきち

んと立てる中で､日本全体が超高齢社会をきちんと乗り切ってい

く、乗り切るというか、福祉水準を維持しながら安定的な社会を形

成していくということに繋がっていくと思っております。 

いきなり世界の話をしてビックリされたかと思いますが、そうい

う意味でのこの長岡市高齢者保健福祉推進会議であると思います。

そういう視点を取り入れていただきながら､しっかりとご意見を賜

りたいと思っております。いずれにしても長岡市の高齢者福祉政策

の要となる計画でございます。またそれが日本全体の高齢化社会の

中での一つの要となる多くの計画の一つになります。そういう意味

合いで皆様の忌憚のないご意見をいただく中で現実的な計画が策

定されますように、心からお願い申し上げまして、私のご挨拶とさ

せていただきます。どうもありがとうございました。 

 

ありがとうございました。ここで市長は他の公務が重なっており

ますので退席をさせていただきます。 

 

それでは失礼致します。 

 

２ 委員、事務局紹介 

（各自自己紹介） 

 

本日は所用のため鯉江康正委員、小山剛委員、関本靖子委員、長

谷川剛委員は欠席でございます。また近藤和義委員は所用のため

少々遅れるという連絡をいただいております。 

 

３ 委員長、副委員長の指名 

福祉総務課長から委員長、副委員長の選出方法について説明致し

ます。 

 

資料№１-２を御覧いただきます。「長岡市高齢者保健福祉推進会
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福祉総務課課長補佐 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

福祉総務課課長補佐 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議設置要綱」でございます。設置の目的 第１条とございます。先

ほど市長からも挨拶させていただきましたように、長岡市の高齢者

の福祉全般についての24年度以降の３か年の計画を作りますので

ここにおられる皆様方、各団体の方、市民代表の方から広く意見を

お聞きしたいということでこの会を設置するものでございます。 

任務は第２条に記載がございます。 

委員長、副委員長は第５条にございますように市長がこれを指名

するとあります。あらかじめ私ども、事務局の方で市長に伺ってお

りますので指名をさせていただきます。 

委員長には本田史朗委員、副委員長には長谷川剛委員、この御二

方に委員長、副委員長を引き受けていただきたいと考えております

のでよろしくお願いを致します。 

 

それでは、委員長を本田史朗委員にお願いしたいと思います。お

それ入りますが、本田委員は委員長席にお座りください。 

それでは、委員長から一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

よろしくどうぞお願いします。今回、高齢者福祉保健推進会議と

いうことで高齢者福祉計画、あるいは介護保険事業計画、その策定

の年にもなっております。いろんな意味でまた皆様のご意見、ある

いは事務局の説明等を受け、市長の挨拶にあったように長岡に合っ

た、そして先駆的な計画を立てていきたいと思っておりますのでよ

ろしくどうぞお願いします。 

 

ありがとうございました。それではここからの進行は委員長にお

願いをいたします。 

 

それでは、事前に皆様の方に資料が送付されていますが、盛り沢

山議題がございます。時間が４時までということになっておりま

す。たまたまタイムスケジュール表を見ますと、時間ちょうどにこ

の議事を進めるということですので説明の方は簡潔に、明瞭にポイ

ントをついてお願いしたいと思います。また皆様の方で質疑等々ご

ざいましたら、その都度、一つずつ進めていきたいと思っておりま

す。 

議題に入る前に会議の傍聴について確認したいと思いますけれ

ど、傍聴席の希望はございませんか。 
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福祉総務課課長 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

福祉総務課課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １名おられます。 

 

はい。わかりました。傍聴の方がいらっしゃいます。 

委員の皆様、傍聴を許可してもよろしいでしょうか？ 

 

 (一同異議なし) 

 

はい。わかりました。それでは承認いただきましたので傍聴を許

可することと致します。 

 

４ 議題 

それでは議題の方に移っていきたいと思います。 

今回、議題が沢山ありますが、主に前半の方はこの会議の性格、

組織的な所の説明、中盤部分では、第４期計画、今まで進んできた

現状、進捗状況などの説明、最後の方になりまして第５期計画、今

後の計画について、その考え方、方法について説明をいただいてい

きたいと思います。 

 

(1) 長岡市高齢者保健福祉推進会議について 

それでは議題の長岡市高齢者保健福祉推進会議について事務局

から説明をお願いしたいと思います。 

 

資料№１－２、１－３で説明をさせていただきます。 

「長岡市高齢者保健福祉推進会議設置要綱」の第２条に任務がご

ざいます。(1)で高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、地域福

祉計画の策定、及び進捗管理、推進に関する事項ということでござ

います。それから(2)で地域包括支援センターの円滑かつ適正な運

営を図るために必要な事項、（3）でその他ということでございます。

冒頭の市長の挨拶でも申し上げましたように長岡市の大切な高

齢者に関わる計画でございますので、広く関係各位、市民の方から

ご意見をいただきたいということが目的の会議でございます。 

それから資料№１－３を御覧ください。本年については、来年度

以降３か年の第５期計画を策定する年度にございます。したがいま

して通常ですと年に２回ほどの会議を開催させていただくのです

けども、今年度は策定のために４回の会議を計画しております。 
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委員長 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

福祉総務課課長 

 

 

 

資料№１－３を御覧いただきます。本日５月30日、第１回目とい

うことでございます。それから９月下旬ごろ予定しておりますが、

第２回目、12月上旬頃に第３回目、そして３月上旬頃になろうかと

思いますが、第４回目を開催させていただきまして、第２回目では

第５期計画の総論部分等々について、第３回目の12月には各論等に

ついて、それぞれ事務局案を提示いたしましてご意見をいただきま

す。第４回目はそれらを総合して第５期計画案ということでこの推

進会議で最終案を決定していただきます。この決定を市に対して報

告をします。 

私ども長岡市としましては、本推進会議で検討いただきました案

を基に第５期計画を策定させていただくということでございます。

非常に長丁場で細部についてご検討いただくことになろうかと思

いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

以上で説明を終わります。 

 

高齢者保健福祉推進会議委員の任期、あるいは会議の概要、今後

のスケジュール、年４回会議を開きますということです。 

皆様の方から何か質問ございますでしょうか。 

 

会議の開催案内が今回遅れましたということで、５月10日の日付

の開催通知で５月30日の出席お願いがあったと思いますが、委員の

皆さんもいろいろな立場がおありで、お忙しいかと思います。私は

長岡歯科医師会というところから出席しておりますけれども、実は

個人で診療所をやっておりまして、２か月前に今日はオペが入りま

した。そのオペの患者さん、親御さん、全部今日キャンセルをして

この会議に出席しております。会議開催スケジュールで下旬、上旬

と予定があります。確かに半年、１年後の事は難しいかと思います

が、２か月前とか６週間ぐらい前に仮でもいいですので、開催案内

をいただければと思います。 

 

事務局、お願いします。 

 

本当に申し訳ございません。それぞれ皆様お忙しいかと思いま

す。今のご意見は、ごもっともでございますので少なくとも１か月

半から２か月前ぐらいには御案内させていただくように努めます

のでご了解いただきたいと思います。 
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委員長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員 

 

 

委員長 

 

 

 

福祉総務課課長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

福祉総務課課長 

 

 

委員長 

 

 

よろしくお願いします。その他よろしいでしょうか？ 

はい、どうぞ。 

 

お時間のないところ、時間をいただきましてすみません。私は新

任の委員ですが、資料を見ましても分からない点がやはり多いで

す。その時に市のどの職員に「すみませんこれについて教えていた

だけますか」と伺ったらいいのか、もし分かれば教えていただける

とありがたいのですが。 

 

はい、そうですね。そういう点もございますし、また色々な面で

言葉、専門用語というと大げさですが、地域密着型サービスという

用語だとか分かりづらいですよね。 

 

３年ごとに策定する計画といいますが、何で３年ごとかも分から

ないですね。 

 

はい。担当課も福祉総務課、介護保険課、長寿はつらつ課、健康

課等々ございますし、またその他にもございますので、その点につ

いて事務局の方、お答えをお願いします。 

 

はい。お答え申し上げます。これから各議題のご説明させていた

だく各課長がそれぞれ担当させていただいております。今ほどのご

質問は、どこに照会したらよろしいかとことでございます。今会議

の事務局を担当しております福祉総務課に連絡いただければ、担当

課からご連絡を差し上げ、説明をするように対応させていただきま

す。 

 

福祉総務課の担当に連絡すればいいということですね。わかりま

した。 

 

 そうです。 

 

(2) 部会及び部会員の指名等について 

では、続いて、この会議の下に部会を設けるということになって

おりまして、事務局から説明をお願いします。 
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長寿はつらつ課課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉総務課課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お手元の資料の資料№２－１を御覧ください。 

「長岡市地域包括支援センター運営部会設置要領」でございま

す。これを簡単にお話しさせていただきます。皆さんご承知のとお

り地域包括支援センターというのは地域における高齢者の総合相

談窓口として機能しております。そこの地域包括支援センターの運

営につきましては、公正かつ中立な運営が基本でございまして、大

切な部分です。この地域包括支援センターは今後高齢化社会がます

ます進展する中で、その存在意義は大きくなってきているところで

ございます。この運営について、この全体会ですと、なかなかご意

見を十分に頂戴することも難しい、時間的にも難しいこともござい

ますので、今年度から地域包括支援センター運営部会を設置させて

いただくことになりました。第２条のところにございますように、

この部会は(1)から(5)に書かれてある部分について、協議をし、そ

の結果をこの推進会議に報告をするというような段取りで進めて

いきたいと思います。第３条に組織として部会は推進会議の皆様の

委員のうちから委員長が指名する部会員８人以内をもって組織す

るとございます。よろしくお願い致します。 

 

続きまして、地域密着型サービス運営部会についてのご説明をさ

せていただきます。資料№２－２を御覧いただきます。 

まず第１条で部会の設置ということで記載がございます。先ほど

「高齢者保健福祉推進会議設置要綱」の第２条第３号でしょうか。

その他事項がございます。このその他事項に基づきまして、設置を

するものでございます。任務としましては第２条に記載がございま

す。地域密着型サービスには、認知症高齢者の方のグループホーム

等がございます。地域密着型サービスを長岡市が指定をし、事業者

が運営をしているわけです。この指定とか運営についてさまざまな

ご意見をいただくための部会でございます。 

第２条第１号の事業所指定に関する事項、これは指定をさせてい

ただく時に具体的に指定の書類を御覧いただきましてご意見をい

ただきます。第２号、第３号はこの地域密着型サービスの報酬です

とかあるいは指定基準について、場合によって市独自の設定ができ

ますが、そのご意見をいただくということでございます。第４号は

この密着型のサービスを長岡市が指導監督をしております。その折

にご意見を頂きたいということでございます。第５号でその他サー
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委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

ビスの推進に関する必要事項がございます。これは具体的にはサー

ビスの事業所を指定する前にいわゆる施設整備をします。その整備

にかかる評価、整備をする法人の評価等をやっていただくための会

議を年２、３回、開催させていただく予定でございますので、部会

員に指名された委員の皆様方についてはご協力のほどよろしくお

願い致します。以上でございます。 

 

サービスをより良く推進するために地域密着型サービス運営部

会を設ける。そしてもう一つは地域包括支援センター運営部会を設

けるということで、客観的、公正的な目で、あるいはより推進する

意味でこの部会を設けるということでこの設置要綱が定められて

おるということです。ここで今、事務局から説明ございましたので、

各部会の部会員、および部会長より副部会長を設置要綱に基づいて

皆様の方に指名させていただきたいと思います。 

地域密着型サービス運営部会は、鯉江康正委員、小坂美枝子委員、

小山剛委員、近藤和義委員、関本靖子委員、竹内スミ委員、藤巻一

美委員、松田宣治委員、そして部会長は鯉江康正委員、副部会長は、

松田宣治委員にお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願

いします。 

続きまして地域包括支援センターの運営部会は磯部静子委員、今

井いみ子委員、加邉純雄委員、菊池いづみ委員、佐合ヒロ子委員、

竹日世津子委員の各皆様に包括支援センター運営部会の委員をお

願いしたいと思っております。部会長は、菊池いづみ委員にお願い

したいと思います。そして副部会長は、加邉純雄委員にお願いした

いと思いますので、お引き受けをいただきたいと思っております。

よろしくお願いします。 

このサービス運営部会、地域包括支援センター運営部会等々につ

いてご質問ございますでしょうか。 

それでは次に進んでいきたいと思います。 

 

(3) 第４期長岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の進

捗状況について 

続いて後半からいきますと、３番の第４期、ここから進捗状況な

どになろうかと思います。第４期長岡市高齢者保健福祉計画介護保

険事業計画の進捗状況について事務局から説明をお願いします。 
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長寿はつらつ課課長 

はい。それでは、資料№３をお開きください。 

まず１ページ目、高齢者の概況がございます。御覧のように平成

22年度の状況でございますけれども、この表は10月現在の住民基本

台帳の人口から持ってきております。いずれも平成21年度から比べ

ますと微増でございますが、高齢化率は25.23％ということで、前

年比0.22％増加しているという内容になっております。総人口では

283,289人、65歳以上の高齢者人口は71,471人でございます。今後

もこの高齢者の人口につきましては増加傾向にあるというのが見

てとれます。 

続きまして、次の表、圏域別高齢者人口ということで御覧いただ

きますが、特に高齢化率が高い地域ということでそこに書いてござ

います山古志地域43.62％、他に30％を上回っている地域は小国地

域、寺泊地域、それから栃尾地域です。 

続きまして、３ページにございます要介護、要支援認定者の現況

であります。高齢者の人口増加に伴い、要介護、要支援認定者数は

増加傾向にあります。また介護保険制度の定着および長寿命化に伴

い、要介護、要支援認定率も増加傾向にあるということでございま

す。またこの部分で申しますと、要支援２それから要介護３以外は

増加傾向にあるというのが、顕著な内容になっておりますし、それ

から21年度と22年度の比較でいきますと337人、0.55ポイントの増

加ということで人口増加に伴う認定者の増加も伸びの傾向にある

ということが見てとれます。 

続きまして、すみませんがかっこ書きの部分を説明するのを忘れ

ていました。かっこ書きにつきましては、表の一番下に３段ほど注

釈がございますけども、川口地域の実績値あるいは推計値というこ

とで載せてございます。 

それでは４ページです。認定者数の増加によりサービス利用者数

も増加が見込まれますが、居宅サービスの利用は減少が見込まれて

おります。居宅サービスにおいては要支援２、要介護３、５が減少

し、全体の利用者数でも減少が見込まれ、地域密着型サービスにお

いては、全体的に増加傾向が見込まれます。また施設サービスにお

いては、要介護３以外は増加し、全体の利用者数も増加を見込んで

いるというところです。ここの表の中でもかっこ書きにつきまして

は川口地域の実績値を載せてございます。以上です。 

 

続きまして、５ページを御覧ください。「第１章元気な高齢者の
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長寿はつらつ課課長 

 

 

 

 

 

 

生きがい活動支援」の部分でございます。この中からピックアップ

して概略をご説明させていただきます。５ページの下、老人クラブ

活動の支援でございますけれども、ご存知のとおり高齢化人口は増

加していますが、老人クラブのクラブ数、会員数は減少傾向にござ

います。高齢者と一口に言いましてもそれぞれの価値観は多様化し

ておりますので、社会の状況変化に応じたクラブの存在価値ですと

か、活動内容のあり方について今後とも老人クラブ連合会等との協

議を継続し、支援していきたいと思っております。例えば、介護予

防事業への参加とか新たな活動内容の提言なども行っていきたい

と考えております。５ページ上段の「スポーツレクリエーション活

動の推進」につきましても、当市のスポーツ振興課等でやっている

事業ではありますが、老人クラブさんとの共催等で行っている事業

ですので、老人クラブの活動が少し減少傾向にあるいうことと連動

して実績が少しずつ減少傾向にございます。以上でございます。 

 

続きまして７ページの「第２章健康づくりの推進」についてでご

ざいます。７ページにいくつか健康づくりの健康教育、健康相談等

のことが記載してございます。基本的には、高齢者だけの政策とい

うことではございませんが、市民一人ひとりが生活習慣病の予防、

あるいは健康増進などに関する正しい知識を身につけて自ら健康

管理や健康づくり活動が出来るように支援をしていきたいという

ふうなものでございます。 

８ページの方を御覧いただきたいと思います。そこに各種健康診

査の受診率の状況について記載してございますが、御覧のように実

績値はここ数年、横ばいの傾向でありますけども、22年度の見込み

は、多くの検診項目で計画の数字には及ばない状況となっておりま

す。今後とも受診のＰＲに努めるとともに個別検診を増やしていく

など工夫を考えております。以上です。 

 

続きまして、「第３章介護予防事業の推進」についてご説明致し

ます。お手元の資料の11ページを御覧ください。介護予防事業とい

うのは、高齢者の方が介護を必要とする状況にならないように、ま

た虚弱な高齢者が少しでも体力を維持できるように、ということで

さまざまな事業を行っております。11ページの表にございますよう

に、主に２つに分けて虚弱な高齢者対象、それから元気な高齢者対

象ということで、予め高齢者の方の心身の状況をチェックリストに



 - 12 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉保健部次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よって把握したうえで、それぞれに合った専門的なトレーニング等

を入れたもので事業を構成しております。介護予防事業の参加がな

かなか進んでいない背景として、介護予防事業の対象者の把握には

国をあげての課題がございまして、これまでは検診と一緒に対象者

を把握しておりましたので、対象者の把握が迅速になかなかできな

かったことや、年度の中盤から後半にかけて対象者把握ができると

いう状況でうまく事業参加に繋がってこなかったという課題がご

ざいました。そこで国の要綱等の改正がございまして、今年度から

は単独で把握することが可能となりましたので、今後は迅速で的確

な対象者の把握が可能で、さらに具体的な介護予防事業に参加して

いただけるように働きかけをしていきたいと考えております。 

12ページを御覧ください。「第３節地域包括支援センター」につ

きましては、後ほど議題「(8)地域包括支援センターの運営につい

て」で詳しい説明をしますが、先ほど申し上げましたように高齢社

会の進展に伴い、地域包括支援センターでの相談件数、実態把握件

数、関係機関連携事業など扱っている事業も増加傾向にございま

す。高齢社会が進む中で、高齢者の在宅生活を支える中核機関とし

ての任務が、今後ますます重要になってくると考えておりまして、

さらに活動を充実させていきたいと考えております。 

以上でございます。 

 

続きまして、14ページをお開きください。「第４章介護保険サー

ビスの基盤整備と質の向上」です。 

このページから21ページまでは、各々のサービス利用者数の実

績、あるいは費用額の実績、見込みというようなことで載せてござ

います。 

14、15、16ページにつきましては人数の実績をそれぞれ表に分け

て記載しております。14ページにつきましては、施設、居住系サー

ビスの利用数の実績を載せてございます。それから15ページにつき

ましては、介護サービスの実績、16ページにつきましては介護予防

サービスの実績ということで、いずれも利用者の人数の実績を載せ

てございます。22年度の見込みでございますが、利用者数の実績も

顕著な伸びを示しております。利用者数の伸びにつきましてはこの

３つの表から推測ができるところでございます。 

次に17ページから21ページの表でございますけれども、こちらに

つきましては費用額、それぞれの実績あるいは見込みを記載させて
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いただいております。まず、この中で18ページの一番最下段、こち

らの方に総給付費の推計でございますが、一番下に太線で囲ってあ

る部分がございますけれども、総給付費（介護給付費＋介護予防給

付費）という事での総計をここに記載してございます。この実績あ

るいは見込み数値でいきますと、平成20年度は19年度に比べて

1.044倍上昇、それから20年度から21年度1.083倍上昇。8.3％上昇

ということでございます。20年度につきましては、4.4％上昇とい

うことでございます。それから21年度～22年度の見込みの数値費用

額につきましては、6.1％上昇という形でございます。平成21年度

につきましては、ご承知のように介護報酬の3％の改定という部分

が影響受けたため、8.3％というような伸びを示しているというこ

とが見て取れます。 

次に21ページの方を御覧いただきたいと思いますが、これは保険

料の算定に関わる実績という表でございます。賦課対象経費から収

入を引き保険料率で割りかえして、この表の最下段から３つ前、介

護従事者処遇改善臨時特例基金取崩額、それから介護給付費準備基

金取崩額というような基金取崩額を記載しております。長岡市では

従来から積み立てております介護給付費準備基金を、こちら平成21

年度末で11億ちょっとありますが、それを21年度、22年度、当然同

じ事業期間の中で３か年ございますので、今年度23年度でも取り崩

しをはかり、急激な介護保険料の上昇をいくらかでも軽減するため

に、21年度につきましては介護従事者処遇改善臨時特例基金こちら

の方を１億2200万、準備基金の方は１億9300万ということでの取り

崩しを行いました。当然のことながら22年度まだ実績ではございま

せんけれども計画の中で２億１000万の取り崩し、この見込みにつ

いては若干4000万ほど上回るというような状況が考えられており

ます。いずれにしましても保険料の激変緩和措置をさせていただき

ました。 

それから22ページの介護相談員の派遣事業につきましては、御覧

のように介護サービスの利用者等を訪問して、質の向上に勤めると

いうことで今年度、相談員の方６名で行っております。大切な事業

ということで考えておりますので継続ということでお願いしたい

と思います。 

それから23ページの「第４節 基盤整備の推進」、こちらは次の議

題「(5)平成23年度における基盤整備の推進について」で説明を

させていただくものでございますので、よろしくお願いします。以
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上です。 

 

続きまして「第５章自立した生活の支援体制整備」について、ご

説明させていただきます。 

資料の24ページを御覧ください。この章で掲げてございます、さ

まざまな事業というのは、介護保険制度以外で主に市の単独事業で

ございますけれども、在宅高齢者の方々の在宅生活を支えるための

事業を実施しているものでございます。 

その中で25ページの一番上にございます５番目の事業として寝

具丸洗いサービス、それと一番下にございますが、家族介護見舞金

支給事業、それから26ページの一番上にございます紙おむつ支給、

この３事業につきましては、それぞれ在宅生活を支える上でなかな

か重要な事業だというふうに私どもも認識しておりますし、ニーズ

もあるものでございます。しかしこの３事業につきましては従来国

の補助金制度があった時に全国どこででも発足をしまして、今に至

っており、国の補助制度はなくなったけれども、市の単独事業とし

て延々と続いてきているという事業でございます。先ほど老人クラ

ブのところでも申し上げたように、高齢者の意識も変わってきてお

ります。例えば紙おむつの性能も変わっており、家族介護のあり方

はどうなのかとか、さまざまな社会のニーズ変化を捉えた中でこの

３事業を総合的に検討していきたいと考えております。今後、また

この委員会でも皆様からさまざまなご意見をいただきながら第５

期の計画の中に新たな方向を盛り込みたいと考えております。 

それから26ページの中ほどにございますけれども認知症サポー

ターの養成ということで、これは新しく事業を始めた部分ですが、

認知症高齢者が非常に急増している中で、認知症予防ではないけれ

ど認知症に対する地域の理解を深めようということでサポーター

養成を行っております。認知症について正しい知識を持ち、認知症

の人や家族を応援し、誰もが暮らしやすい地域を作っていくボラン

ティア養成ということでやっておりますけれども、これは、かなり

手ごたえがあって、皆様から続々と参加していただいて実績が非常

に伸びております。第５章につきましては、以上でございます。 

 

次は29ページ、「第６章地域で支え合う体制の構築」でございま

す。この章につきましては長岡市社会福祉協議会ならびに地区福祉

会、地区社協が中心となって実施をしております。地域の皆様方で
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地域の高齢者、具体的には障害者等も含む方々を支えるための事業

でございます。 

(1)は、いわゆるボランティア銀行でございます。(2)の福祉送迎

サービスは、従前ボランティア銀行の中で実施をしたのですが、法

令等の改正により別枠の事業として実施をしているものでござい

ますので、サービス量としては、トータルして考えていただいてよ

ろしいかと思います。21、22年度の年間の総利用回数が5,500回程

度ということで、減ってはいませんが、増えてもいないということ

でございます。注釈にもございますように、合併地域を中心に実施

をしていない全地域において、現在実施をすべく社会福祉協議会で

地域と協議をしているところでございます。(3)小地域ネットワー

クづくり事業、これはいわゆる見守り活動でございます。一人暮ら

し高齢者等を何人かの構成員がチームを組んで見守っているとい

うことでございます。これも年々微増という状況でございます。 

30ページを開きますとふれあい型食事サービスとございます。こ

のサービスにつきましても実施地域を年々増やしていくという方

向で社会福祉協議会が力を注いでいることでございます。総食数を

御覧いただきますと、これも若干増えているという状況でございま

すので、今後とも地域の高齢者等が地域で快適に過ごしていただく

ように力を入れて実施したい事業でございます。 

31ページ、「第７章 高齢者に優しい環境の整備」でございます。

これは、今まで説明させていただきました福祉サービス以外の安全

を確保するための環境整備でございます。第１節にはいわゆる交通

でございます。ノンステップバスの整備により障害者や車椅子の方

でも移動が簡単にできるということでございます。車椅子の方の利

用者数はそこに記載してありますとおりでございます。22年度につ

きましては、見込みの状況でございますが、若干減るのかどうか、

まだ実績が出ておりませんので、こういう状況だということでござ

います。第３節は、災害時の安全確保で、自主防災会の整備という

ことでございます。総世帯数に対しまして大体９割近くの世帯が自

主防災会を結成しております。そのうち約４分の３の自主防災会が

防災訓練等を実施しているという状況でございます。 

最後に32ページをお開きいただきます。上段にあります中越市民

防災安全士の人数です。安全士は災害が起きた時などに地域でもっ

て避難支援とか、それから避難所の関係等で支援をいただくために

毎年、中越市民防災安全大学を受けていただいて、この安全士を養
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成しております。 

交通安全対策につきましては、各種教室の開催でございます。こ

れにつきましても少しずつ増加をして参加いただいているという

ことでございます。 

一番最後でございますが、火災予防ということで、これは消防本

部が毎年度一人暮らし高齢者等のお宅を訪問し、火災予防について

注意喚起を行っているということでございます。22年度につきまし

ては、ものすごく増加してございます。これはご存知のように住宅

に火災報知機の設置が義務付けられたということで、特に22年度に

ついては力を入れて、一人暮らし高齢者等の世帯を回って火災防止

という観点から火災報知機の設置について指導をさせていただき

ました。ちなみに昨年度末で、いわゆる住家の４割強のお宅が設置

しておりますが、設置を行っていないところが６割弱あるというこ

とで強化指導をさせていただいた結果が4,963という世帯数でござ

います。以上で説明を終わります。 

 

資料№３の進捗状況ということで介護保険事業、そしてそれ以外

の保健福祉事業の現状など話していただきました。この点はどうな

のですかというような質問、あるいはもうちょっと説明が欲しいと

いうのがありましたら挙げてみていただきたいと思います。 

ひとつ質問ですが、資料№３の３ページのいわゆる要介護２と要

介護３以外は増加傾向にあるというのは、これは何か考えられるも

のがあるのでしょうか。 

 

そこら辺の分析ですが、要支援１、２、この制度が出来てから数

年は経っておるわけですが、平成22年度は認定の調査あるいは認定

の方法に若干変更がございました。そういったところの影響もある

のかなという部分はありますが、特筆すべきは要介護３が76名減っ

ているということでございます。要支援２については150人減って

いるというような状況でございます。これについては９月の集計の

実績でございますので、その後、結果的にもう少し増える部分があ

るのでしょうけれども、実際、これだから要介護３が減ったのだと

いうような分析の方はまだできていません。 

 

 はい。質問はありますか。 
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差替の３ページの上の方に説明文がございますが、例えば認定者

数が合計330人増加、認定率0.55%について表ではどこに表記されて

いるんですか。 

 

失礼しました。これは表に書いてございませんが、全体の合計人

数を足しまして、平成21年度と平成22年度の状況、これの差し引き

でございます。337名増ということでございます。 

 

では、家に帰って確認したいと思います。 

それから22ページです。「第３節サービスの質の向上を図るため

に」の説明の中に介護相談員うんぬんというように記載がありま

す。私がちょっと質問してみたいと思いますのは、意味が違います

が、子どもさんが児童相談所へ何回も何回も相談に行っているけれ

ども最後には死んでしまったという事件が１年に何回も新聞に出

ますよね。それとこれとは意味は違いますが、安易に相談員を増や

したからといって、似たような事故がどうして防げないのか、これ

は非常に関連が置き換えられると思います。事務局に説明していた

だかなくても結構ですが、ただそういうことだと言いたいです。 

それから24ページ、「４養護老人ホーム短期入所」ですね、私は

計画書を確認していないのですが、この数字をどのように解釈して

いくのかということでございます。すなわち「介護保険制度の定着

により利用者が減少傾向にあるが、高齢者虐待等のシェルターとし

て施利用が見込まれます。」と。これは非常に矛盾しているような

ことが並んで書いてあるような気がしますが、この数字について説

明していただきたいのですが。 

 

書いてある文言の「介護保険制度の定着により」という部分は、

介護保険制度を利用しようと思えば出来たのにも関わらず、利用し

ないでなかなか困難な状況に置かれていた一人暮らしの高齢者の

方が、地域包括支援センター等が個別の相談に乗ることにより、適

切な介護保険制度サービスを利用していただき、養護老人ホームへ

措置せず解決する件数がかなり多くなってきているということで

す。いわゆる養護老人ホームへの措置入所の必要な方が全体的に見

れば減っているということですけれども、先ほどちょっと委員の方

で児童虐待にからめるような発言がございましたけれども、高齢者

についても虐待、もしくは虐待の一歩手前のような、家族問題も絡
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んでかなり複雑な状況に置かれている高齢者の方も多くおられま

して、そういう方を一時的に養護者の方と分離して養護老人ホーム

に短期入所することによって一時的に避難し、その間に養護者の方

といろいろ話し合いを進め、また適切なサービスを導入することに

よって在宅に戻るというケースが増えてきております。どうしても

駄目な場合は短期入所ではなく長期入所に変更するということも

ございますけれども、そういうような高齢者虐待等のケースが増え

てきており、その一時的な避難所としての機能がかなり出てきてい

るということでございます。 

 

26ページ、「第３節認知症高齢者支援体制の推進」です。認知症

サポーターが22年度計画値500人、22年度見込みが6500人になると

いう大変嬉しいという話がございましたが、認知症サポーターが

6,500人増え、この方々で全部対応できるかというとそんな甘いも

のではないですよ。ですからここに掲げられた以上は、強力にそれ

をバックアップするのだという体制を市の方で示していただかな

いと、数字だけが踊り、実際は我々高齢者には気の毒ではないかと

いうことになるではないかと思います。 

 

今は進捗状況の部分ですので、第５期計画策定の中で、今お話い

ただいたことを含めて議論していこうということでいいですか。 

 

 これは回答はいりません。 

 

数だけが全てだと決して思っておりません。ご意見ありがとうご

ざいます。 

 

それから32ページでございますが、交通安全対策についてのお話

しがございましたが、私が交通安全協会関係に関わっております

と、特に新潟県の場合は、数とかは問題じゃないのですが、65歳以

上の方の事故が県内で増えているのですよ。警察に照会するときち

んとした数字が出ておりますけれど。教室を何回も開催したからよ

かったというような問題じゃなくて、実態として、高齢者が車に跳

ね飛ばされたり、亡くなったりというのが前年と比較して増えてお

ります。またこの文字に出ておらない部分についてもご検討くださ

るようにご要望致したいと思います。 
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はい。ありがとうございます。 

では、そのほかよろしいでしょうか。進捗状況でございますので、

また進む中で関連がございましたら、質問なり皆さんのご意見をい

ただきたいと思います。 

ここで休憩を５分程度取りたいと思いますけどもいかがでしょ

うか。時間までには終わりたいと思いますので、よろしくご協力の

方もお願いします。じゃあ５分間休憩とります。 

 

(休憩) 

 

では、再開します。 

 

(4)地域密着型サービス運営事業者の指定の報告について 

この後もございますので、説明の方もポイントをついていただき

たいと思います。地域密着型サービス運営事業者の指定の報告につ

いて、事務局からお願いします。 

 

それでは、お手元の資料№４を御覧ください。 

平成22年度、平成23年度、23年度が始まってまだ数か月ですけれ

ども、地域密着型サービスの指定や指導の状況について簡単にご報

告させていただきます。 

１ページ目ですが22年度における地域密着型サービス事業所の

指定の概要でございます。小規模多機能型居宅介護、認知症対応型

共同生活介護（グループホーム）、それと地域密着型特別養護老人

ホーム、それぞれそこの表にございますように新たに指定をしまし

た。 

２ページ目を御覧ください。１番上にございますように22年度

末、平成23年３月31日現在で地域密着型サービスの６事業の現況

は、御覧のようになっております。58事業所、定員1,113人という

ような状況です。 

実地指導につきましては、平成22年12月に地域密着型特別養護老

人ホーム６施設を指導いたしまして、概ね問題はございませんでし

た。23年の１月、２月にかけて市内のグループホーム、24事業所を

実地指導いたしまして、概ね問題はなかったということをご報告さ

せていただきます。 



 - 20 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

福祉総務課課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それから平成23年５月30日現在の指定の概要につきましては、３

つの事業所を新たに指定しております。それで一番最後でございま

すが、23年５月30日現在、地域密着型サービスの６サービスにつき

まして61事業所、定員1,163人というような指定の状況になってお

ります。 

今後の地域密着型サービスの部会員にご指名された委員の皆様

につきましては、当然こういうふうにお集まりいただいて協議して

いただく場合もございますが、随時書面による審査等もしていただ

くこともございますので、お含みいただきますようにお願い申しあ

げます。以上でございます。 

 

22年度サービス事業所の指定、そして現在の指定状況ということ

です。よろしいでしょうか。 

 

(5) 平成23年度における基盤整備の推進について 

それでは、続きまして23年度における基盤整備の推進について、

事務局から説明をお願いします。 

 

説明資料は資料№５－１、５－２でございます。 

最初に資料№５－２を御覧いただきます。これが現在の第４期計

画期間中の整備の表でございます。各年度ごとの整備数の記載がご

ざいますが、御覧いただきたいところは、第４期計画の計の欄でご

ざいます。第４期計画で計画した数から、その次の整備済みあるい

は整備予定があり、且つ整備がほぼ確実だという数を差し引きます

と、整備未定という数になります。御覧いただいてわかりますよう

に、小規模多機能型居宅介護はほぼ整備が終わっておりますが、定

員については事業所の広さ等の関係で１名不足ということでござ

います。地域密着型介護老人福祉施設、これはいわゆる小規模な特

養ということでございますが、これの１施設27定員分がまだ未整備

でございます。下の方にいきまして黒い三角がございますが、当初

の計画よりも多く整備をしたということで差引勘定すると黒三角

になってございます。したがいまして、４期計画で計画したものに

ついては、小規模多機能型居宅介護で定員１名を除きますと、小規

模特養の１施設というのがまだ未整備でございます。それからその

次に第４期計画上乗せ分というのがございます。それは、昨今の不

況対策としまして、国が24年度以降に整備を計画している必要整備
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数について、その一部をいわゆる前倒しで23年度までの間に整備を

してもいいということになりまして、長岡市としましても４期計画

に上乗せした計画でありますが、事業所の方の整備意向がない、あ

るいは良い計画がございませんので、この分がここの記載のとおり

まだ未整備で残ってございます。従いまして、第４期計画と上乗せ

分を合計しますと、小規模多機能型居宅介護が１施設、小規模特養

が２施設、認知症高齢者グループホームが１施設９人分ということ

でございます。また、下から３番目の特定施設入居者生活介護、い

わゆる有料老人ホームでございますが、これが若干未整備で残って

いるということでございます。 

資料№５－１に戻っていただきます。23年度、今年度に未整備の

分の整備をしたいということで公募をしたいというものでござい

ます。№５－１の(1)の欄は、今ほど説明申し上げました未整備の

数がそれぞれ記載をしてございます。これを受けて裏面２ページ目

でございますが、それぞれその不足分をこのような形で整備をした

いということで公募をしたいということでございます。ただし、小

規模特養につきましては、２つ整備をしたいのですが、２つ応募し

ていただける法人がなかなかございませんので、１か所29人という

ことで公募したいと思っております。スケジュールは２にあります

ように、ここでご説明を申し上げましたうえ、６月の上旬ごろ公募

し、７月中旬に今ほどご指名をさせていただきました地域密着型運

営部会で事業者の選定を行います。具体的にはヒアリングを行いま

して評価をしていただくということでございます。その後、整備に

着手いただくという手順でございますが、もう６月でございますの

で、これからの今年度中の整備というとかなりタイトなスケジュー

ルになっております。23年度の基盤整備については以上でございま

す。 

 

はい。ありがとうございます。第４期の基盤整備計画の23年度分

ということと、それプラス経済対策の前倒し分ということで、今後

基盤整備は、地域バランスをもってやるということでございます。

今後こういうように進んでいくと皆さんの方も承知おき願いた

いと思います。 

 

(6)第５期長岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の概要

について 
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では、続いてこれからが本題になっていきますけども、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

計画の策定概要についてご説明を申し上げます。 

まず、資料№６－１を御覧いただきます。既にお配りをしてござ

います長岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の部分につい

て、説明をさせていただきます。本計画は、１にございますように

老人福祉法に定める老人福祉計画、介護保険法に定める介護保険事

業計画、社会福祉法に定めます市町村地域福祉計画、この３つの計

画を一体的に策定するというものでございます。 

それぞれの計画の主な内容というのは、２に記載がございます。

老人福祉計画につきましては、老人福祉事業は今ほど説明を申し上

げました。地域密着型サービスの整備ですとか、それ以外のデイサ

ービス、ショートステイの整備、それから旧長岡市内にもございま

すいわゆる高齢者センター、老人福祉センター等の整備につきまし

て、その目標値等につきまして定めるものでございます。介護保険

事業計画はサービス必要量、その必要量を供給するための体制整

備、つまり施設整備等につきましても、もちろん定めるものでござ

います。その下にあります市町村地域福祉計画、それは、その他の

福祉と考えていただけると結構です。 

それから資料№６－１の別紙をご覧ください。これは主にこの介

護保険事業計画の部分です。介護保険事業計画は、全国的に計画を

策定するものですので、その方向につきまして国が大きな方針を示

してくれるのですが、今回につきましては、１か月から２か月遅れ

ということで、ほとんどまだ情報が入っておりません。ただ、情報

としてきておりますのが、今別紙でお示した内容でございます。基

本的理念としては、地域包括ケアの一層の推進ということでござい

ます。それから２つ目として、日常生活圏域ニーズ調査の積極的な

実施については後ほど詳しく説明をさせていただきます。３点目

は、こういった地域包括ケアを実現するための主な事業としまして

認知症支援ですとか、在宅医療の推進等について、各市町村ごとに

力を入れてやってほしいという内容が記載されているだけでござ

います。 

資料№６－３を御覧いただきたいと思います。参考ということで

日常生活圏域サービス基盤のイメージの都市部の例が書いてござ

いますが、右側に丸で囲ってありますのが圏域でございまして、こ
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れが今ほど申しあげました地域包括ケアのイメージになるのかと

いうことで配付させていただきました。地域にお住まいの高齢者の

中には元気な方、介護サービスの必要な方、それから先ほどの介護

予防ということで、若干体が弱っておられる方がいるわけです。こ

ういった高齢者の方を地域で支えていこうということで、地域包括

支援センターを中心にして小規模多機能型居宅介護や訪問介護、通

所介護いわゆるデイサービス、また中心には診療所ということで医

療、それからもうひとつ居住系サービスしてのグループホーム、有

料老人ホーム、高齢者専用のアパートなどがあります。このような

地域にある資源で高齢者に切れ目のないサービスを提供する、一体

的なサービスを提供するという体制を整備していくという地域包

括ケアの考え方がございますので、こういった線に沿って、次回に

は私どもの案を提案できるのではないかと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

資料№６－２を御覧いただきます。日常生活圏域の区域の変更に

ついてということでございます。この点につきましては、今ここで

結論を出すということではございません。第５期計画の策定にあた

り、こういった方向で検討していきたいということでご説明をさせ

ていただきたいと思っております。 

日常生活圏域は、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続すること

が出来るように、その圏域の中で一定のサービスを整備する。これ

は施設であったり、いわゆる訪問介護等のサービス事業であるとい

うことです。 

２番でございますが、この日常生活圏域という考え方は第３期か

ら始まったもので、これを設定したのは平成18年度ですが、ご存知

のように長岡市は市町村合併した時期でございました。こういった

中で生活圏域につきましては、合併した各地域の住民感情等もあ

り、旧市町村の地域をひとつの圏域として、それから旧長岡市につ

きましては、第２次長岡市発展計画での地区割をもって日常生活圏

域の設定をさせていただきました。現在は、平成20年度末の川口町

の合併を含めまして、17圏域ということでございます。 

この圏域について少々問題点がございます。一点目は、今ほどご

説明申し上げました地域包括ケアを考えた時に、やはりその核にな

るのが地域包括支援センターでございますので、この地域包括支援

センターの圏域割を中心にした方が今後いいのではないだろうか

という点でございます。 
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二点目は現在の圏域割ですと、かなり高齢者人口等に差がござい

まして、実際問題、各圏域のサービス量等を計ったりするのに困る

ということでございます。それは、資料№６－２を御覧いただきま

すと、現在の17圏域ごとの高齢者人口がございますが、かなり差が

ございます。合併地域である山古志地域のような小さい地域を除き

ましても、例えば、寺泊地域は合併地域では比較的中間ぐらいの数

字なわけですが、この数字と１番上にある川東中央部を比べますと

人口で６倍弱、高齢者人口で５倍、要介護認定者数で3.6倍という

差がございます。ただし、川口地域は飛び地でございますので、圏

域は１つとしておかなければならないかと思っています。残りの圏

域につきましては、このように現在の圏域を合体させますと、多い

ところで高齢者人口が２倍、総人口1.4倍程度の差になりますので、

私どもも施設整備の点で現状から見れば、計画を作りやすいという

ことで、このように変更して第５期計画を策定したいと考えており

ます。 

次回の推進会議において、またこの点及びこれに伴う施設整備、

サービス量の考え方等について説明させていただく中で、圏域につ

いてもこれでいいのだというようなご意見をいただければと思っ

ておりますので、事前にその方向性についてご説明をさせていただ

きました。 

 

ただいまの説明についてでございます。皆さんの方で何か質問は

ありますでしょうか。 

第５期計画が24年度から始まる関係で、今の組織、そして圏域の

関係でお話していただきました。 

 

(7)長岡市高齢者日常生活圏域ニーズ調査について 

事務局から説明をお願いします。 

 

まず資料№７を御覧いただきます。長岡市高齢者日常生活圏域ニ

ーズ調査でございます。この調査につきましては今、既に実施して

おりますので、報告という形になりますので、その点をご了承いた

だきたいと思います。 

調査の目的は、第５期の介護保険事業計画の策定にあたりまし

て、地域の課題、高齢者のニーズ、状況等を的確に把握をしたいと

いうものでございます。 
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調査の内容として、１の調査の目的がございます。（１）日常生

活圏域単位で高齢者の要介護リスク、身体状況について把握をした

いということでございます。これをすることによって、各圏域に例

えば認知症に近い方、認知症のおそれのある方が多いとか、あるい

は、足の不自由な方が多いとか、そういう所を把握しまして、それ

によって介護サービスの必要量あるいは、その他の市の福祉計画の

方向性を決定したいというものでございます。また、こういった身

体状況等について把握をさせていただきますので、その調査結果に

ついては、（３）にございますように個人あてに返却申し上げまし

て、先ほどから説明申し上げております介護予防事業に活用したい

というところがございます。したがいまして２番でございますが、

対象は高齢者の全数でございます。要介護認定を受けていらっしゃ

る方、特に３、４、５の方のほとんどが介護サービスを利用、ある

いは入所されており、そういった方の状況はその点で把握できます

ので、ここに記載してございます。介護認定を受けていらっしゃら

ない方、それから介護認定を受けていても要支援ならびに要介護２

までの方を対象とさせております。実は（２）にございますように、

５月には約半数について調査票を発送してございます。５月と９月

には、約半分ずつ実施させていただくつもりでございます。今、回

答が来ておりますが、これについては、次回に概ねの中間報告とい

うことで、その集計等について報告をさせていただく予定でござい

ますので、半数とはいえ、大まかな方向性、状況というのは、把握

できるのかと考えております。 

調査項目、調査票の個々のものについての説明は、省かせていた

だきますが、１ページから御覧いただきますと、身体状況や、外出

についての項目がございまして、８ページは、一人暮らしであるか、

収入がどうであるか、家族がいらっしゃるか、住まいはどうかとい

う特性の把握でございますし、９ページ目には、今後介護を受ける

ことになった時に地域でお暮らしになりたいか、施設がいいかとい

う選択肢を想定しまして、ご意向を聞いているところでございま

す。以上がニーズ調査の説明とさせていただきます。 

 

はい。５期を始めるにあたって、65歳以上で要介護認定を受けて

いない方58,600人、そして65歳以上で在宅の要支援１、２および要

介護１、２の判定を受けた方6,100人について、ニーズ調査を始め

ており、また今後、委員会の方に集計結果を公表していくわけです



 - 26 -

 

 

福祉総務課課長 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

委員長 

 

長寿はつらつ課課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

委員 

 

 

 

 

ね。 

 

そのとおりでございます。次回の時に、現在させていただいてお

ります約半数の部分について、中間報告をさせていただく予定でご

ざいますので、その内容を反映して５期計画の案についてまたご説

明させていただけると考えております。よろしくお願いいたしま

す。 

はい、どうぞ。お願いします。 

 

ご説明ありがとうございました。調査は２回に分けたということ

なのですけれども、出来れば調査は全て同じ時期にやるのが、望ま

しいのではないかと思うのですが、２回に分けたという理由と、そ

れからどんなふうに尋ねたかという対象者の受け方を教えていた

だけたらと思います。 

 

事務局の方お願いします。 

 

今ほど委員の方からご説明ございました、半数ずつ２回に分けて

実施する理由ですけれども、分けた理由は２つございまして、１つ

はまずこの５期の計画策定のデータを集計するためには、一時に全

数調査ですと皆様に報告するデータの処理が間に合わないだろう

ということと、もう一つが、今回のニーズ調査については介護予防

事業の対象者把握も兼ねておりまして、この調査の結果を介護予防

事業に具体的に繋げるという部分もございます。一時に全数調査を

実施すると、受け皿として介護予防事業がパンクするということが

ございまして、２回に分けて実施した次第です。それから分け方で

すけれども、長岡市の全体の傾向を見るために全圏域を半分ずつ分

けてございます。以上でございます。 

 

よろしいでしょうか。はい、お願いします。 

 

この調査は、私の家では67歳の息子と92歳の母とで、同じアンケ

ート内容なんです。年齢の違いがあるのに、親子で同じ内容のアン

ケートを書いたということで少し複雑な気持ちでした。介護予防に

もいろいろな問題が出てくるとは思うんですが、67歳で元気で全く

何もない人であっても、人と関わりたくないという部分があるから
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といって、それが鬱には通じないわけですし、非常に複雑な気持ち

で家族のアンケートを書きました。そのことだけ一言申し上げま

す。 

 

はい。ありがとうございます。 

色々と全体的な中で、また今後の分析において等、何かご意見い

かがですか。 

 

長寿はつらつ課というのが、今度できたそうですね。いかにして

具合が悪くならないで、元気で１日でも長く過ごせるような、そう

いう発想が市に出ているような印象受けまして、非常に喜んでおり

ます。よろしくお願いします。 

 

はい。どうぞ。 

 

資料№３の７ページなんですけれども、健康な生活を続けるため

にという所の、「健康づくり井戸端会議」ですが、これに出て楽し

くてはつらつとしている方が多いんですね。それにしては、地区数

等が少ないような気がするので、こういうものをもう少し発展させ

ていく方向で宣伝や対策をしていただいた方がいいなと思います

し、認知症の予防にもなるような気がいたします。皆さんとても喜

んでおります。 

 

地域のお茶の間的なものでしょうか。 

 

そうですね。それで、やはりリーダーのような方が必要かと思い

ます。 

 

ありがとうございます。健康課でございますが、地区数がなかな

か増えないというのは、実は合併した地域での取り組みが進んでこ

ないということが実態でございます。特にコミュニティセンターは

コミュニティを中心として取り組んでいくということがございま

すので、合併をした地域での揃った具体的な取り組みが進んでいな

いというのが実態です。特に三島地域はこのたびコミュニティセン

ターもできましたし、そういったことでも進んだと思いますので、

当然併せて取り組んでいきたいと思っております。 
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はい。地域の茶の間あるいはサロン、またその他色んなコミュニ

ティを中心として、あるいは健康、介護予防を中心として、地域の

中では相当サロンが開かれていると思いますが、また事務局の方よ

ろしくお願いします。 

もう少し会議を進めまして、また皆様の方からお話しがありまし

たら発言をお願いさせていただきたいと思います。 

 

(8)地域包括支援センターの運営について 

事務局から説明をお願いします。 

 

それでは、資料№８－１を御覧ください。平成22年度の地域包括

支援センターの業務実績等について、簡単にご説明をさせていただ

きます。 

１ページ目でございますが、これは地域包括支援センターの区域

別の高齢者人口について、21年度と22年度をグラフにしたものでご

ざいます。これを見ていただいてもお分かりのように、高齢者人口

というのは地域によってかなり差がございます。高齢者の数が一概

に多いからその地域は大変ということでなく、多分この中には元気

な高齢者もいらっしゃれば、虚弱な高齢者もいらっしゃり、介護サ

ービスをすでに受けているという方等、さまざまな高齢者がいらっ

しゃるかとは思います。先ほどご説明した、今実施しております圏

域のニーズ調査等がまとまってくれば、そこにどういう高齢者の方

がいらっしゃるのか、ニーズが何なのかということが明らかになっ

てくると思います。それぞれの包括ができるだけ均一した業務がで

きるように、正規の職員プラス事務補助職員を付けたり、できるだ

け業務のやりかたで共通認識を持ったり、システムを導入すること

で合理化したりと、さまざまな対策を立てながら業務の質を維持で

きるように努力をしてきているところでございます。 

２ページ目を御覧いただきたいと思います。平成22年度末現在の

相談業務の実態でございます。ここで地域包括支援センターが扱う

相談件数というのは、高齢者やその家族からの相談の他に、ケアマ

ネや関係機関、例えば警察ですとか、さまざまな機関からの相談を

含んでおります。相談内容としては、介護保険の認定や、介護予防

に関することが多くなっております。 

３ページ目を御覧ください。これは、総合相談業務における介護
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保険制度以外の相談の再掲なのですけども、集計等の際のシステム

導入によって、その入力の手順等で職員がまだ不慣れなところがあ

ってバラつきがあったり、減少したりというようなことがございま

す。また事案の発生時期によって、１つの虐待の相談や成年後見制

度の事案が発生すると、その内容によって相談件数も沢山回数を重

ねるものや、１回で終わるもの等さまざまなものがあるので、一応

この件数としてお示ししておりますけれども、実態はなかなか一口

では、言い切れない数字である部分がございます。 

４ページ目を御覧いただきたいと思います。これは介護予防のマ

ネジメント業務ということで給付管理、地域包括支援センター毎に

やっておりますけれども、そこの実態をここに示しております。で

きるだけ20件を上限として、それを超えたら居宅介護事業支援事業

所へ委託に出すとか、さまざまな努力はしておりますけれども、内

容によっては、やはり直営でやらなければいけない部分や、地域で

居宅事業所のケアマネの受託の状況がキツキツとしていて受けて

いただけない場合等もございまして、直営でやる部分が多いような

地域も見られる状況でございます。 

それから５ページ目を御覧ください。特定高齢支援計画及び気く

ばり介護予防支援計画の作成ということなんですけども、今年度か

ら国の要綱が変わりまして、介護予防のケアプランは必須ではなく

なりましたので、長岡市では包括の職員の業務の軽減を図るため

に、今後はケアプラン作成ではなく、介護予防に繋がった場合をカ

ウントして、実数として挙げていくというような形にしたいと考え

ております。ここら辺につきましては、介護サービスの対象者なの

か、要支援、介護予防の対象者なのかの見極めがなかなか難しい部

分がございますけれども、居宅介護支援事業所のケアマネとの連携

を基に、円滑に、業務の切れ目無く、トラブル無く、作成できるよ

うに努力をしたいと考えております。 

６ページ目を御覧いただきたいと思います。ここは、地域包括が

やっている関係機関との連携事業である、地域福祉連携事業の件数

でございます。この項目というのは長岡市として特徴的に力を入れ

て、長岡方式といってもいいと自負しているくらいの部分です。長

岡の包括は、その地域の中に入り込んで、個人や福祉関係者だけで

なく、地域によっては一般市民の方、住民の方、またそれぞれの商

店街や警察等、さまざまな関係者と連携を組みながら成果、実績を

あげてきているところでございます。今後も積極的に連携先を広げ
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て、信頼関係を深めていきたいというように考えております。 

以上でございます。今年度はこの部分については、先ほど説明し

ていただいた地域包括支援センターの部会で具体的にご意見いた

だければと考えております。 

 

はい。地域包括支援センターの動き等々についてでございまし

た。 

それでは、一応８番まで進みましてその他ということで、今日は

前半の方で進捗状況、後半の方でこういうような形で今後の動きを

進めていきたい等々ございました。全部通して、その項目以外でも

何でもよろしいです。皆様の方でこの点は、という全体的な質問等

がありましたらよろしくお願いします。 

何かそのほか、よろしいでしょうか。 

 

(9)その他 

その他というところでよろしいでしょうか。先ほどありましたよ

うに、また資料見られて質問がありましたら、次に反映できる部分

も出てこようかと思いますので、福祉総務課を経由して担当課へと

いうことになろうかと思います。 

では、その他というところもございませんので、なければ議題の

終了ということで、マイクを事務局の方にお返しします。 

 

はい。長時間にわたり、活発なご審議をいただきまして、大変あ

りがとうございました。最後に、先ほど委員長からご指名をいただ

きました、各部会の地域密着型サービス運営部会と地域包括支援セ

ンターの運営部会の名簿をお配りしたいと思います。内容のご確認

をお願いいたします。 

 

各部会の皆様よろしくお願いします。 

 

また内容をご確認いただきながら、次回のご連絡をさせていただ

きます。第２回の推進会議につきましては、資料№１－３のスケジ

ュール案に記載しておりますとおり、９月下旬ごろの開催を予定し

ております。委員の皆様には、開催日時が決まり次第、速やかにご

案内を差し上げますので、よろしくお願いいたします。 

また、本日の会議の議事録につきましても、後日お送り致します。
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なお、長岡市のホームページにも会議録を掲載させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日はこれで閉会とさせていただきます。皆様お忙し

いところ大変ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。では、９月の下旬と言われましたが、

日にちの決定については、少なくとも１か月以上前ですので、早め

にしたいと思います。会場の都合もあろうかと思いますので。 

 

６月中か７月の頭ぐらいには、ご連絡をさせていただきたいと思

っておりますので、よろしくお願い致します。 

 

よろしくどうぞ、お願いします。 

 

ありがとうございました。 

８ 会議資料   別添のとおり 

 


